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平成21年度
決算の概要

　制度に加入しているみなさんが、安心して医療を受けられるように、どれ
くらいのお金が入って（歳入）、そのお金がどのように使われたのか（歳出）
を広く知っていただくために、平成21年度の決算状況をお知らせします。

● 議会を運営するための経費
● 制度についてお知らせする広報の経費
● 一般事務費
　　　　　　　　　　　　　　 など

　みなさんから納めていただく保険料は制度を運営するための貴重な財源です。
保険料は納付期限を守って納めましょう。
　また、納付が困難な場合は、お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当課へ
相談してください。

お問い合わせ先 総務課 緯043-223-0075

広域連合の家計（会計）は2種類

　制度に加入されているみなさん（７５歳以上のかたと６５歳以上７５歳未満の
かたで一定の障がいがあり、申請により認定されたかた）が医療機関で支払う窓
口負担を除いた医療費を、みなさんから納めていただいた保険料約341億円の
ほか、現役世代のかたからの支援金約1,588億円と国が約1,201億円、県が約
333億円、市町村が約325億円を負担して運営しています。
　主な使いみちは、制度に加入されているみなさんが医療機関などにかかった
費用（約3,621億円）、市町村で実施した健康診査などにかかった費用（約11億
円）、葬祭費を支給した費用（約14億円）などです。
　制度に加入しているみなさんが安心して医療にかかれる仕組みを、世代を超
えて支えています。

みんなで支える
医療制度

保険料は貴重な
財源です

「一般会計」 「特別会計」
広域連合の運営に必要な経費に使われるお金 保険制度を円滑に運営する事業に使われるお金

主な
内容

● 医療費の支払い
● 葬祭費の支給
　　　　　　　　　　　　　　など

主な
内容

歳入

（
特
別
会
計
）

歳出
3,886億5,340万円

国庫支出金（30.91%）
1,201億1,513万円

現役世代からの
　支援金（40.87%）
1,588億3,603万円

国庫支出金（30.91%）
1,201億1,513万円

県支出金（8.59%）
333億7,528万円

市町村支出金（8.38%）
325億8,062万円

現役世代からの
　支援金（40.87%）
1,588億3,603万円

その他（2.46%）
95億6,430万円

3,739億708万円

保険給付費（96.87%）
3,621億9,553万円
保険給付費（96.87%）
3,621億9,553万円

審査支払手数料
（0.38%）
13億9,877万円

葬祭費（0.38%）
14億2,975万円

入院（45.7%）
1,593億7,245万円

入院外（31.3%）
1,091億4,189万円

入院（45.7%）
1,593億7,245万円

入院外（31.3%）
1,091億4,189万円

調剤（17.9%）
624億2,373万円

歯科（3.5%）
123億573万円

その他（1.6%）
55億9474万円

事務費（0.44%）
16億4,202万円

保健事業費（0.29%）
11億253万円

その他（1.64%）
61億3,848万円

※本紙では平成21年度特別会計の決算について紹介しています。一般会計などの詳しい
内容は、広域連合ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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保険料（8.79%）
341億8,204万円

療養給付費
3,488億3,854万円
療養給付費
3,488億3,854万円

高額療養費
133億5,699万円
高額療養費
133億5,699万円
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みんなで支えるみんなの医療

（平成22年9月1日現在） （平成22年10月31日現在）
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ＡＴＭから

振り込んだり

絶対しないわ!

被保険者数（平成22年3月31日現在）
保険給付費（保険者負担額）※2
一人当たりの医療費※3

５３４,９５６人
３,６２１億９,５５３万円

７５７,５０１円

　現在、高齢化の進展に伴い、千葉県後期高齢者医療の被保険者数及び医療費については増加傾向にあります。
　みなさんに医療費について関心を持っていただき、また健康への意識を深めていただくために平成２１年度の医療
費の現状と平成２２年５月診療の疾病統計をお知らせします。

　平成２１年度は、医療費の総額が３,９７９億５,０２４万円となっており、そのうちの３,６２１億９,５５３万円を千葉県後期高齢者
医療広域連合で負担しています。
　千葉県の一人当たりの医療費は、75万7,501円となり、全国平均（87万4,915円）に比べて低いといえますが、前年度（74万
2,967円）と比較し増加しています。
　医療費の増加はみなさんの保険料の増加にもつながります。健康診査の受診による健康管理や、先発医薬品（新薬）の特許期
間等が終了したあとに、他の製薬会社が先発医薬品との同等性を証明して、一般的に低価格で作られる「後発医薬品」（ジェネリ
ック医薬品）（※１）を利用するなど医療費の適正化にご協力をお願いします。

平成２１年度

振り込め詐欺
不審な電話
ご注意ください

　広域連合や市（区）町村などの職員を名乗る者から、不審な電話や来訪が県内外で数
多く発生しています。
　これらは振り込め詐欺などの犯罪につながる可能性がありますのでご注意ください。

平成２１年度の保険給付費について

後期高齢者医療の被保険者の疾病統計について

●個人情報などを教えない 
●身分証、職員証などを確認する
●名前、電話番号を聞く
●教えられた番号に電話しない
●最寄りの警察、広域連合またはお住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当窓口へ問い合わせる

少しでもおかしいと思った場合は、つぎのことをしましょう。

※１　利用に当たっては、医師・薬剤師へご相談下さい。
　　　被保険者証を送付した際に同封したパンフレットに記載されて

いる「ジェネリック医薬品希望カード」を切り取り、お使いく
ださい。（ホームページからもダウンロードできます。）

※２　保険給付費（保険者負担額）は、療養の給付に要した費用か
ら、被保険者の自己負担額を除いたものです。

※３　一人当たりの医療費は、国民健康保険中央会からの出典により
ます。

※４　各図の％はそれぞれの項目の小
数点第３位を四捨五入していま
すので合計が100％になりませ
ん。

※５　疾病分類は医科の診療報酬明細
書（レセプト）から疾病の区分
が登録されているもののみを集
計しました。

　平成２２年５月診療をもとに疾病統計を作成しました。
　診療内容（図１.図２）については、循環器系疾患（高血圧、脳梗塞、心臓病など）の受診が多くなっています。

１位はどちらも生活習慣病が大きく関係しておこる循環器系の疾患です！１位はどちらも生活習慣病が大きく関係しておこる循環器系の疾患です！

図１　件数のトップ１０

受診件数
752,668件

循環器系の疾患
30.36%

消化器系の疾患
16.46%

筋骨格系及び結合組織の疾患
11.46%

眼及び付属器の疾患
9.19%

呼吸器系
の疾患
3.83%

新生物
3.79%

腎尿路生殖器
系の疾患
3.16%

内分泌，栄養
及び代謝疾患
8.77%

精神及び
行動の障害
2.21%

その他（10位以外）
8.18%

神経系の疾患
2.61%

図２　点数のトップ１０

受診点数
25億9,852万点

循環器系の疾患
29.05%

消化器系の疾患
10.18%

新生物
10.12%腎尿路生殖器系の疾患

8.72%

筋骨格系及び
結合組織の疾患
7.27%

呼吸器系の疾患
6.70%

その他（10位以外）
8.27%

内分泌，栄養
及び代謝疾患
6.29%

損傷，中毒及びその他
の外因の影響
6.25%

神経系の疾患
3.57%

精神及び
行動の障害
3.56%

千葉県後期高齢者の医療費についてお知らせします。千葉県後期高齢者の医療費についてお知らせします。千葉県後期高齢者の医療費についてお知らせします。

千葉県の一人当たりの医療費約７５万７千円

食習慣・運動不足・ストレス・喫煙・過度の飲酒等、普段の日常生活を見直し、生活習慣病を予防しましょう。食習慣・運動不足・ストレス・喫煙・過度の飲酒等、普段の日常生活を見直し、生活習慣病を予防しましょう。

お問い合わせ先 給付管理課 緯043-223-1262

お問い合わせ先 総務課 緯043-223-0075
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厚生労働省に制度に関する要望書を提出しました
　１１月１８日、全国後期高齢者医療広域連合
協議会では、細川厚生労働大臣あてに「後期
高齢者医療制度に関する要望書」を提出しま
した。
　現行制度及び新制度に関する要望事項に
ついて概略を説明の上、対応を要請しました。
　当日は、同協議会の横尾俊彦会長が、藤村
厚生労働副大臣に要望書を手渡しました。

要望書を藤村副大臣に手渡す
横尾会長

要望事項の概要

　後期高齢者医療保険料は、今年中（1月1日～12月31日）に納付された全額が社会保険料控除の対象となります。確定
申告の際、後期高齢者医療保険料の領収書や納付証明書の添付は必要ありませんので、納付された金額を申告書に記載
していただくようお願いします。
○特別徴収のかた
　年金から徴収（天引き）されているかたについては、年金の源泉徴収票に年金から徴収された後期高齢者医療保険料が
記載されていますのでご確認ください。
○普通徴収のかた
　口座振替や納付書によりお支払いされているかたは、通帳や領収書をご確認ください。
　また、後期高齢者医療保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も連帯して納付する義務があり
ます。世帯主又は配偶者としてご家族の後期高齢者医療保険料を納付したときは、その納付額の全額が納付した方の社会
保険料控除の対象となりますので、確定申告の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。
　納付された金額等不明な点は、お住まいの市（区）町村窓口にお問い合わせください。

保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。
　災害、非自発的失業、事業の休廃止等により保険料を納めることが困難な場合には、申請をすることで保険料の減免
（※1）や徴収猶予（※2）を受けられる場合があります。お住まいの市（区）町村窓口にご相談ください。窓口では、加入者の
個々の状況を踏まえ、きめ細かく対応いたします。

　地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡
したことあるいは非自発的失業や事業の休廃止となったなどの事情により、生活が困窮し保険料を納
付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合な
どに、保険料を減免することができます。
　＊非自発的失業とは、事業の倒産、破産又は廃業等により本人の意思に反して職を失った場合（ただ
　　し、定年退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇等を除く）です。

　減免と同様の条件により、保険料の納付が一時的に困難と認められる場合、6か月以内の期間に限り
徴収を猶予します。

減　　免
（※1）

徴収猶予
（※2）

確定申告をされるかたへ

こんなとき 届け出に必要なもの 
65歳以上75歳未満の一定の障がいの
状態にあるかたが申請により後期高齢者
医療制度の被保険者になろうとするとき

ほかの都道府県に転出するとき

ほかの都道府県から転入してきたとき

県内で住所が変わったとき

●・国民年金証書　・身体障害者手帳等（障がいの程度がわかるもの）
　・医師の診断書　のいずれかの書類  
●印かん 

●保険証　　●印かん 

●保険証　　●印かん 

生活保護を受け始めたとき

死亡したとき

●保険証　　●印かん 

●死亡したかたの保険証　　●印かん

●負担区分証明書（転出の際に市（区）町村の窓口で発行されます。）　　●印かん 

こんなときは必ず届け出を！こんなときは必ず届け出を！

お問い合わせ先 お住まいの市（区）町村または資格保険料課 緯043-308-6768

現行制度に関する要望
・平成２４年度の保険料率改定において、被保険者の保険料負担が
増加しないよう必要な財源を国において確保すること。
・低所得者に対する保険料軽減措置を継続し、国費による予算措
置を講ずること。　　　　　　　　　　　　　　　　　     など
新制度に関する要望
・新制度構築にあたっては、持続可能で、国民等から幅広く納得が
得られる制度となるよう、国として万全の策を講ずること。  など
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審議の様子

午前9時～午後5時 （土・日曜日、祝日、年末年始を除く）　　
●本紙について、広域連合の運営、議会について
●保険料、被保険者の資格について
●保険給付、保健事業について

総　務　課
資格保険料課
給付管理課

緯043-223-0075
緯043-308-6768
緯043-223-1262

お問い合わせ

千葉県後期高齢者医療広域連合

千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿（議員定数54名）千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿（議員定数54名）

事務所移転について

高齢者のための新たな医療制度について
（現在の制度との変化や国保の運営とあり方について）

　国の説明によれば、新制度の方向性としては、後期高齢者医療制度の問
題点を改めるとともに、利点は残し、更に後期高齢者医療制度の廃止を契
機として段階的に国保の広域化を実現することとしております。
　また、国保の運営と今後のあり方については、まず高齢者医療に関し都
道府県単位の財政運営とすること、現役世代についても環境整備を進めた
上で都道府県単位の財政運営とすること等について、検討していると承知
しております。
　当広域連合としては、今後とも全国後期高齢者医療広域連合協議会を
通じて、広く国民が納得して、分かりやすい制度になるよう要望してまいり
たいと思います。

第2回 千葉県後期高齢者医療広域連合議会
定例会が行われました
第2回 千葉県後期高齢者医療広域連合議会
定例会が行われました
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平成21年度一般・特別会計歳入歳出決算の認定と
平成22年度一般･特別会計補正予算を可決
　11月18日に、平成22年第2回千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会
を開催しました。定例会では、「平成21年度一般・特別会計歳入歳出決算の認
定」、「平成22年度一般・特別会計補正予算」が審議され、すべて原案のとおり
認定・可決されました。
　また、一般質問には5人が登壇し、後期高齢者医療制度と広域連合の行政に
ついて広範囲の質問が行われたほか、請願３件を不採択と決しました。

■議案第１号　平成２１年度一般会
計歳入歳出決算の認定について

【認定】

■議案第２号　平成２１年度特別会
計歳入歳出決算の認定について

【認定】

■議案第３号　平成２２年度一般会
計補正予算(第１号)

【原案可決】

■議案第４号　平成２２年度特別会
計補正予算(第１号)

【原案可決】

■請願第１号～３号　すべての高齢
者の受療権を守るため正規の被
保険者証を交付するよう求める
請願書

【不採択】

一般質問(広域連合行政全般にわたる質問)の一部を掲載します第2回定例会の議案と
議決結果
第2回定例会の議案と
議決結果

質問

答弁

質問

答弁

　事務所の移転先として協議を進めている新国保会館は、１１月末に竣工
予定であり、賃料（共益費）等は現状より大幅に軽減される見込と聞いてお

ります。
　また、移転の時期は３月上旬を目途としておりま
すが、移転に際しましては、各市町村の広報紙に掲
載を依頼するとともに、「ちば広域連合だより」第
10号を、被保険者個々に送付し、周知を図りたいと
考えております。

※議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は
　省略

（平成22年11月18日現在）

4［ちば広域連合だより　第9号］ 平成22年〔2010年〕12月15日発行
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